
令和３年度 神戸市高齢者介護士認定試験の受験者募集（ご案内） 

 

「神戸市高齢者介護士認定制度」は、介護職員の意欲向上と社会的評価の向上、神戸市全体の介護サービスの質の向上及び介護

人材の安定的確保のために創設された神戸市独自の認定制度です。平成 23 年度より施設の介護職員を対象に「神戸市高齢者施

設介護士認定制度」として実施されてきたものを、平成 27 年度より訪問系事業所の介護職員にも対象を広げ「神戸市高齢者介

護士認定制度」と名称を改めて実施しています。平成 23 年度～令和２年度の間に、延べ 296 名の方に認定証を授与させていた

だきました。（令和２年度は４３名の方が受験されました） 

 

 当制度を運営している神戸市介護サービス協会が、平成 26 年に実施した「介護人材確保・定着に関するアンケート調査」に

おいて、当制度に参加した施設・事業所からは「職員のモチベーションが上がる」「リーダー育成に有効」等の回答をいただい

ております。 

平成 23年度～令和２年度の認定者からは、 

「講習で身体の仕組み等を教わり、例えば利用者の立位補助の時の足の位置や、無理に立たせていないか等を考えるように

なった」「試験は難しかったが、幅広く学ぶことができてよかった」「一から勉強しなおす貴重な機会になった」 

等のご意見や、この認定を受けたことで 

「プロ意識が芽生え、利用者に接する態度や対応が変わった」「中堅の立場として考え方を見直すことができた」 

等のご意見もいただいているところです。 

 

また、平成 29 年度の介護報酬改定において新設された、月額平均 1 万円相当の介護職員処遇改善加算の昇給要件である「資

格」「評価」の基準として当認定制度合格をもって取り扱うことができるとともに、平成 31年度から当認定制度合格者に対する

キャリアアップ支援として、介護福祉士合格までの間（最長 5年）、月額 1万円の支援金を支給しております。 

この度、令和３年度の当認定制度の受験者を募集するにあたり、受験対象となる介護職員が在職している事業所におかれまし

ては、当制度の趣旨をご理解いただき、積極的にご応募くださいますようお願いいたします。なお、当制度の講習会・認定試験

は、神戸市介護サービス協会にて実施しますので、直接、神戸市介護サービス協会宛お申込みください。 

<問い合わせ先> 

神戸市介護サービス協会事務局 

電話：078-271-5326  ＦＡＸ：078-271-5366 

Ｅ-mail:kaigo@with-kobe.or.jp 



　「神戸市高齢者介護士認定制度」は、介護職員の意欲向上と社会的評価の向上、神戸市全体の介護サービスの質の向上及び介護人材の確保のためにできた神戸市独自の

認定制度です。神戸市内の施設・事業所にて介護業務に従事している職員を対象として、４日間の講習会を実施するとともに認定試験を行い、３年以上５年未満の間継続して

介護業務に従事している合格者には神戸市長名で認定証が授与されます。

　平成31年度からは、神戸市より当認定制度合格者に対するキャリアアップ支援として、介護福祉士合格までの間（最長5年）、月額１万円が支給される制度も創設されました。

◆令和３年度講習会及び認定試験日程◆

＜講習会＞ ＜集合型講習会・認定試験会場＞

第１日目　集合型 令和３年７月　３日(土) 午前9：15～午後5：00（昼休憩45分） 神戸市中央区磯上通３－１－３２

第２日目　オンライン 令和３年７月１６日(金) 午前9：15～午後5：00（昼休憩45分） こうべ市民福祉交流センター内研修室

第３日目　オンライン 令和３年８月　３日(火) 午前9：15～午後5：00（昼休憩45分）

第４日目　集合型 令和３年８月２１日(土) 午前9：15～午後5：45（昼休憩45分）

予備日 令和３年９月　４日(土)

　※予備日とは、講習会が気象警報等で中止になった場合の振替日です。

　　念のため、シフトを入れず空けておいてください。

＜認定試験＞ 令和３年９月２６日(日) 午前10：00～午後4：15（昼休憩45分）

＜お問合せ・申込先＞　神戸市介護サービス協会事務局

　　　　　　　　　　　　　https://www.kaigo-kobe.net

　　〒651-0086 神戸市中央区磯上通3-1-32こうべ市民福祉交流センター４階

  　　　電話：078-271-5326　Fax：078-271-5366　E-mail：kaigo@with-kobe.or.jp

令和３年度　神戸市高齢者介護士認定試験　受験者募集について

令和3年度から講習会の一部をオンライン講習にて実施します。令和３年度の受験者募集については、現在準備中です。

募集要綱が整い次第、各施設・事業所宛に案内を郵送するとともに、協会ホームページでお知らせします。

令和３年４月募集開始予定！
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（１）「訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業」
訪問看護師・訪問介護員の安全確保のために2人以上で利用者宅を訪問

する必要がある場合、その費用の一部を補助。令和２年度より補助単価を拡
充。
・補助基準額の例 訪問看護・介護予防訪問看護30分未満 2,540円/回

（拡充）30分以上 4,020円/回
・補助額 補助基準額の1/3を県、1/3を市が補助

（２）「事業所におけるハラスメント対策の取り組みに対する費
用補助事業」

1人訪問時の安全対策に必要な経費として、警備保障会社によるセキュリ
ティシステム導入に必要な機器購入費の一部補助事業を令和２年度より実施。

補助対象：訪問看護事業所、介護予防訪問看護事業所、訪問介護事業所、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

補助基準額：21,500円/事業所（補助基準額の1/3を県、1/3を市が補助）

安全確保対策事業（兵庫県との連携事業）
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安全確保対策事業（神戸市啓発チラシ）
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安全確保対策事業（兵庫県啓発チラシ）
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就職祝い金・定着一時金
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就職祝い金・定着一時金



災害時におけるショートステイサービスの拡充について 

 

１．課題 

 介護保険サービスでのショートステイについて、災害時の利用は長期に及ぶ可能性があり、法定の限度額を超えれば全額自己負担となる。 

 神戸市独自給付「ミドルステイサービス」において、主たる介護者が被災した場合のショートステイの利用は市独自の上乗せ給付対象としているが、利用

者本人が被災した場合は、想定されていなかった。 

 

２．災害時におけるショートステイサービス拡充について 

 本人が被災によりショートステイを利用した場合に、保険給付できない利用額について、市独自で上乗せ給付（市町村特別給付）。 

（１） 利用対象者 

  震災、風水害、火災等の災害等により、一時的に居宅等において日常生活を営むことに支障が生じた居宅要介護被保険者 

（例）①居住地域が震災、風水害等により避難指示等の対象になり、避難所において日常生活を営むことに支障が生じる方 

②風水害、火災等の災害等により住宅に被害を受けた方 

（２）給付対象 

①支給限度額を超過する負担分 

②31日以上連続したショートステイ利用における 31日目の負担分（以降、62日目も） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）支給期間 

    初めて当該サービスを受けた日から起算して７日間 

 

３.施行時期 

 令和３年４月 

①

9/27 10/27

②

9/1~9/27利用分で

　支給限度額上限に到達

10/1~10/27利用分で

支給限度額上限に到達

9/1 10/1 10/31

法定給付 法定給付

30日連続利用

法定給付

10/12 10/31

　再度連続30日利用可能

9/1 10/19/10 10/10

法定給付

10/11
緊急時

ショートステイ

9/28～9/30
緊急時

ショートステイ

10/28～10/31
緊急時

ショートステイ

9/10より

ショートステイ利用

開始

9/1より

ショートステイ

利用開始
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